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新たな化学物質規制が導入されました。

ラベル・SDSの伝達や、リスクアセス
メントの実施義務対象物質が大幅
に増加します。

リスクアセスメントの結果を踏まえ、
労働者がばく露される濃度を基準
以下とすることが義務付けられます。

化学物質を製造・取り扱う労働者
に適切な保護具を使用させること
が求められます。

自律的な管理に向けた実施体制の
確立が求められます。
（化学物質管理者の選任、リスクアセスメ
ントの結果等の記録作成・保存等）
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障害化学物質等から保護するため、保護具の適切な着用が求められます。

自律的な管理が今後の規制の基軸になります！

GHS 分類で危険性・有害性がない物質

GHS 分類で危険性・有害性がある物質

許容濃度またはばく露限界値が示されている危険・有害な物質

自主管理が困難で有害性の高い物質

石綿等管理使用が困難な物質 ・製造、使用禁止【8物質】

・特化則・有機則等に基づく個別具体的な措置

・一般的な措置義務
・ラベル表示努力義務
・SDS 交付努力義務
・リスクアセスメント努力義務

・ラベル表示義務
・SDS 交付義務
・リスクアセスメント義務
【674物質】

GHS 分類で危険性・有害性がない物質

GHS 分類で危険性・有害性がある物質

許容濃度またはばく露限界値が示されている危険・有害な物質

自主管理が困難で有害性の高い物質

石綿等管理使用が困難な物質 ・製造、使用禁止【8物質】

・特化則・有機則等に基づく個別具体的な措置
・ばく露を基準以下とする義務
・ばく露を最小限度にする義務
・適切な保護眼鏡、保護手袋、保護衣等の義務・努力

義務

・ラベル表示義務
・SDS 交付義務
・リスクアセスメント義務
【約2,900物質】
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AnsellGUARDIAN® は、安全のエキス
パートであるアンセルが、45年におよ
ぶ安全検査の経験とデータを基に、
各人に応じた安全性、生産性の向上
をご提案するサービスです。

アンセル社は、保有の約5万種類の薬品データを利用し、適切な手袋をご提案します。
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